
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■働き方 
 ★1 日 3～5 時間程度 

 ★半日のみ/単発ＯＫ 

「空いた日だけ」「毎回は難しい」でも OK 

保健師・栄養士・看護師の皆様へ 

退職後・ブランクがあっても大丈夫。空いた時間で、地域保健のお手伝いをしませんか？ 

■どんなお仕事？ 
 市町村等で行われる保健事業の補助業務の支援 

（健康相談・保健指導・健診会場のサポートなど） 

■久しぶりでも安心 
★ブランクある方も多数活躍中 

★国保連合会が開催する研修会への

参加も可能（任意） 

■報酬・交通費 
各市町村の規定に基づき支給 

■まずはお気軽にご連絡ください 
話を聞くだけでも OK 
★登録＝必ず働くではありません。 
★合わなければお断り可能です。 

詳細は、本会ホームページの『 医療専門職の人材不足解消に向けた取組へのご協力について 』
をご覧ください。 
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あなたの経験 
まだまだ必要とされています！ 

＼ 人手不足で困っています ／ 

現在、30代～70代の保健師・

栄養士の方が活躍中です!! 

■これまでの実績 
 ★市町村：綾町、西米良村、木城町、諸塚村、椎葉村、美郷町 

 ★支援内容：特定健診結果説明、健診会場の補助、乳幼児健診の補助 

 ★支援日数：3～9 日 

詳しくはこちら 

■支援までの流れ 
①登録希望者は「登録申請書」及び「登録調査票」を連合会へ提出します。 

②連合会にて「斡旋登録者名簿」を作成し、市町村等へ配布します。 

③依頼市町村等は、名簿の情報を参考に登録者へ連絡します。 

④市町村等の担当者と登録者にて業務内容・日程・報酬・旅費等について協議します。 

⑤合意後、登録者は市町村等へ出向き、支援していただきます。 

⑥依頼市町村等は、登録者へ報酬費等の支給をします。 


